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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

 

Ⅰ 現状 

 当市は、海抜約 20 メートル、南北延長は最長部で約 4 キロメートル、東西延長約 14 キロ

メートル、面積はおよそ 43.15平方キロメートル、人口 131,559人（R3年 4月）である。 

地理的には千葉県の北西部に位置し、東に印西市、南と西は手賀沼を隔てて柏市があり、北

は利根川をはさんで、茨城県取手市・北相馬郡利根町と隣接し、手賀沼と利根川にはさまれ

た細長い馬の背状の土地となっている。 

昭和 30 年 4 月に我孫子町、布佐町、湖北村が合併して我孫子町となり、昭和 45 年 7 月に

市制を施行した。豊かな水と緑に恵まれ、都心から約 40 キロメートル圏に位置し、平成 27

年 3 月に JR 上野東京ラインが開業し、我孫子―東京間は最速 38 分の近距離にあることか

ら、首都圏へ通勤する人々の住宅地としての役割が大きくなっている。 

本計画は、地域内の小規模事業者が、災害時において事業を継続することができるよう、

当会及び当市が連携し支援を実施していくために作成するものである。 

 

１ 地域の災害リスク 

（１）風水害 

  当市は、北に利根川、南に手賀沼にはさまれた地形であることから、過去において何度

となく大水害に見舞われ、その都度大きな犠牲を払ってきた。 

近年においては、東京のベッドタウンとして宅地開発が進展し急激に人口が増加した。

その結果、谷津や低地まで宅地開発が進み、河川及び排水路の末端、排水未整備地域にお

いて台風や集中豪雨等により、内水による水害が発生している。昭和 56 年の台風 24 号

では、床上浸水 264 世帯、床下浸水 554 世帯が被害を受け、災害救助法の適用をうけ

た。 

また、利根川や手賀沼の増水による二次的内水被害の発生も当市の特徴である。 

 

（２）地震 

千葉県は、近い将来（今後 100 年程度以内）、県内に大きな影響を及ぼす可能性のある

マグニチュード７クラスの４つの地震を対象に、阪神・淡路大震災や東日本大震災の経験

や最新の知見と技術力を用いて、平成 19 年度及び平成 26 ・ 27 年度に地震被害想定調

査を実施した。千葉県北西部直下地震の規模はマグニチュード 7.3 を想定している。当

市での震度は、市のほぼ全域が震度６弱、一部が震度６強又は震度５強と予測された。 

当市直下の地震（マグニチュード 6.9 ）を前提とし、過去に発生した同程度の地震から

被害を次のように想定すると、低地で震度６強、台地で震度６弱の揺れとなる。低地で液

状化現象が発生する。旧耐震基準の古い建物を中心に全・半壊の被害、ブロック塀等の倒

壊が発生する。液状化によって道路の陥没、砂や地下水の噴出、建物の沈下、地下埋設管

の被害が発生し住宅の密集地で火災が発生した場合は、延焼が拡大する。停電、断水、ガ

スの供給停止、電話の不通等の機能障害が発生する。倒壊建物等により死者、負傷者や、

倒壊家屋等に閉じ込められた要救出者が発生する。避難者は人口の 20 ％が見込まれる。 
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（３）感染症 

  近年の新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動等への影響は甚大なものとなって

いる。新型コロナワクチンの接種が進んでいるものの、引き続き感染対策を徹底し、感染

拡大防止に努めなければならない。 
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【参考文献：あびこハザードマップ簡易版】 

 

 

２ 商工業者の状況（令和３年４月１日現在） 

（１）商工業者数   ２，２８９人（商工会による独自調査） 

（２）小規模事業者数 ２，１６３人（平成 26年度経済センサス） 

【商工業者数内訳】 

建設業 製造業 卸売業 小売業 宿泊・飲食業 サービス業 その他 計 

310 85 144 557 393 645 155 2,289 

 

３ これまでの取り組み 

（１）当市の取り組み 

① 我孫子市地域防災計画、我孫子市水防計画、我孫子市国土強靭化地域計画、我孫子 

市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 

② 我孫子市総合防災訓練の実施 

③ ハザードマップを活用した防災への啓発活動 

④ 災害時の避難所の開設 

⑤ 防災備品の備蓄 

 

（２）当会の取り組み 

① 事業継続計画に関する各種施策の周知 

② 損害保険会社と連携した損害保険への加入促進 
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③ 被災事業者の被災状況確認及び関係機関への報告 

④ 被災事業者に対する各種補助金制度の周知及び申請支援 

⑤ 被災事業者への公的融資の斡旋 

⑥ 当会危機管理マニュアルの作成 

 

Ⅱ 課 題 

１ 当市の防災計画では、公共的団体その他防災上重要な施設の管理者一覧に商工会の取

り組むべき内容が記載されているが、その内容は市が行う被害状況調査及び応急対策へ

の協力や災害時における物価安定についての協力、救助用物資（生活必需品）等の復旧

用資材確保など漠然とした記載にとどまっており、災害が多発している近年の状況下に

おいて、被災からの早期の復旧・復興を目指し、経済的被害を最小限にとどめるために

は、当会と当市の間における緊急時のより具体的な取り組みや協力体制の構築が必要と

なっている。 

２ 事業継続計画を策定している事業者はごく一部に限られており、市内事業所の多数を

占める小規模事業者の多くは、事業継続計画を策定していない。 

３ 当会は、災害に関する平時・緊急時の対応（各種損害保険や事業継続計画の作成等）

を推進するノウハウを持った人員が不足している。 

 

Ⅲ 目 標 

１ 当会、当市のホームページや広報等により、自然災害や感染症等のリスクを認識させ

事業継続計画の必要性を周知し、事業継続計画の策定率を向上させる。 

２ 災害発生後、速やかな復興支援が行えるよう当会及び当市の役割分担を明確化し、被

災状況等の確認、情報の共有等連絡体制を構築するとともに被災事業所への効率的な支

援をすべく支援内容を明確化する。 

３ 各種研修会へ当会経営指導員を派遣し、各種損害保険や事業継続計画作成等を推進す

るためのノウハウや知識の習得を通じて資質の向上を図る。 

 ４ 自然災害（主にマグニチュード 7.3 級の地震を想定）が発生したと仮定し、当市との

連絡ルートの確認等を行う。訓練は必要に応じて実施するほか、県開催の「災害図上訓

練コース」への職員派遣にて対応する。 

 ５ 自然災害等による停電等に備えて、当会財源の範囲内で発電機及び携帯充電用備品並

びに各種作業用品、非常用食料及び食器等を、感染症対策としてマスク及び消毒液等を

購入する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

Ⅰ 事業継続力強化支援事業の実施期間 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

 

Ⅱ 事業継続力強化支援事業の内容 

当会と当市の役割分担・体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

１ 事前の対策 

（１）小規模事業者に対する災害リスクの周知及び事業継続計画の策定支援 

① 当会職員（経営指導員等）による巡回指導時に、ハザードマップ等を用いて事業所

立地場所の自然災害等のリスク及びその影響を軽減するための取り組みや対策につ

いて説明する。 

② 市広報や商工会報、当会のホームページ等において、国・県の施策の紹介や各種損

害保険の概要、事業継続計画を策定した小規模事業者の事例紹介等を行う。 

③ 事業継続計画策定の専門家を招へいし、小規模事業者を対象に事業継続計画策定個

別相談会等を開催する。 

④ 当会経営指導員による巡回指導時に、中小企業等経営力強化法に基づく「事業継続

力強化計画」の申請等に関する支援を実施する。 

⑤新型インフルエンザ等感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、事業者へ感

染症拡大防止策等の周知を行うとともに、オフィス内換気設備の設置やテレワーク

環境を整備するための情報や支援策等を提供する。 

 

（２）商工会自身の事業継続計画の作成 

令和２年度に危機管理マニュアルを策定 

 

 （３）関係団体との連携 

損害保険会社等と連携し、小規模事業者を対象に損害保険加入説明会や損害保険見直 

しのための個別相談会等を年１回程度開催する。 

 

 （４）フォローアップ 

① 中小企業等経営力強化法に基づく「事業継続力強化認定企業」に対し、その取り組

み状況を年に１回程度確認し、計画遂行の支援をする。 

② 事業継続計画策定個別相談会等に出席した小規模事業者に対して専門家を派遣し、

事業継続計画策定に向けての具体的な支援を実施する。 

 

（５）当該計画に係る訓練の実施 

年に一度、様々な自然災害が発生したと仮定し、当会と当市とで連絡ルートの確認等

を行い、当該計画に係る訓練は必要に応じての実施とする。 

 

 （６）当会及び当市担当者で事前対策の取り組み状況を確認する。 

 

２ 災害発生後の対策 

  自然災害等発生時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。その上で次の手

順で地区内の被害状況を把握し関係機関へ連絡する。 
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（１）応急対策の実施可否の確認 

① 当会事務局責任者は、災害発生後２時間以内に職員緊急連絡網や SNS 等により、

職員の安否と業務従事の可否を確認する。 

②業務従事が可能な当会職員が家屋被害や道路状況等について把握した内容を当市へ

連絡し情報共有を図る。 

③新型インフルエンザ等感染症の国内感染者発生時には、職員の体調確認を行い、事

業所の消毒、職員の手洗い・うがい等の徹底を行う。 

④新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32条に基づき、緊急事態宣言が発出された

場合は、我孫子市における対策本部の要請に従い感染症対策を行う。 

 

（２）応急対策の方針決定 

① 当会職員の自然災害等発生時における出勤は次のとおりとする。 

 職員自身による情報収集において、地域防災無線やラジオ等で集めた情報に基づ

き、自身に被害が及ぶ恐れがある場合は出勤を控える。その判断基準として気象庁

「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」（下表）で定める警戒レベル３相当

またはそれ以上の情報を入手、またはとるべき行動に該当する状況となった場合は出

勤を控え、警戒レベル２以下の場合には身の安全を第一にしつつ、出勤の可否を判断

する。 

 

情 報 とるべき行動 警戒レベル 

大雨特別警報 

氾濫発生情報 

地元の自治体が警戒レベル５緊急

安全確保を発令する判断材料となる

情報で、災害が発生又は切迫してい

ることを示す警戒レベル５に相当す

る。 

何らかの災害がすでに発生してい

る可能性が極めて高い状況となって

おり、命の危険が迫っているため直

ちに身の安全を確保する。 

警戒レベル５相当 

土砂災害警戒情報 

危険度分布「非常に危険」 

氾濫危険情報 

地元の自治体が警戒レベル４避難

指示を発令する目安となる情報で、

危険な場所からの避難が必要とされ

る警戒レベル４に相当する。 

災害が想定されている区域等で

は、自治体からの避難指示の発令に

留意するとともに、避難指示が発令

されていなくてもキキクル（危険度

分布）や河川の水位情報等を用いて

自ら避難の判断をする。 

警戒レベル４相当 
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大雨警報（土砂災害）※１ 

洪水警報 

危険度分布「警戒」 

氾濫警戒情報 

地元の自治体が警戒レベル３高齢

者等避難を発令する目安となる情報

で、高齢者等は危険な場所からの避

難が必要とされる警戒レベル３に相

当する。 

災害が想定されている区域等で

は、自治体からの高齢者等避難の発

令に留意するとともに、高齢者等以

外の方もキキクル（危険度分布）や

河川の水位情報等を用いて避難の準

備をしたり自ら避難の判断をしたり

する。 

警戒レベル３相当 

危険度分布「注意」 

氾濫注意情報 

避難行動の確認が必要とされる警

戒レベル２に相当する。 

ハザードマップ等により、災害が

想定されている区域や避難先、避難

経路を確認する。 

警戒レベル２相当 

大雨注意 

洪水注意報 

避難行動の確認が必要とされる警

戒レベル２で、ハザードマップ等に

より、災害が想定されている区域や

避難先、避難経路を確認する。 

警戒レベル２ 

早期注意情報 

（警報級の可能性） 

注：大雨に関して、[高]又

は[中]が予想されている場

合 

災害への心構えを高める必要があ

ることを示す警戒レベル１で、最新

の防災気象情報等に留意するなど、

災害への心構えを高める。 

警戒レベル１ 

 

※１ 夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が高い注意報は、高

齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当する。 

 

 

② 当会による大まかな被害状況の把握は２日以内に実施し、その状況を当会と当市

で共有する。 

当会と当市で共有する被害規模等の目安 

被害規模 被害状況 

大規模な被害が

ある 

・地区内 10％以上の事業所で「瓦が落ちる」「窓ガラスが

割れる」等の被害が発生している。 

・地区内 1％以上の事業所で「床上浸水」「建物の全壊・

半壊」等大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれている地域において連絡が取れない、

もしくは交通網が遮断されており確認ができない。 

被害がある ・地区内 1％程度の事業所で「瓦が落ちる」「窓ガラスが

割れる」等の被害が発生している。 

・地区内 0.1％程度の事業所で「床上浸水」「建物の全
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壊・半壊」等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない 

※連絡の取れない地域は、大規模な被害が生じている可能性があると考える。 

 

③当計画により当会と当市は以下の間隔で被害情報を共有する。 

発生直後 速やかに情報共有を行う 

発生後～１週間 １日に１回以上情報共有する 

１週間以降 適宣情報共有を行う 

 

 

３ 災害発生時における指示命令系統・連絡体制 

（１）自然災害発生時における地区内の小規模事業者の被害状況の迅速な報告及び指揮命

令を円滑に行うための連絡ルートは次のとおりとする。 

    ※塗りつぶしの矢印が、主たる情報収集・連絡ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）二次災害を防止するための被災地域での活動は、当会及び当市からの要請等に基づ

き、当会の役員と総代の中から被災地以外の者が実施する。 

（３）感染症流行の場合、国や県等からの情報や方針に基づき、当会と当市が共有した情

報を、県の指定する方法にて当会または当市から県へ報告する。 

 

４ 応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

  当会による支援は、次のとおりとする。 

（１）当会は、国から依頼を受けた場合は、安全性が確認された場所において経営や資金

繰り等の特別相談窓口を設置する。 

（２）地区内小規模事業者の被害状況の詳細を確認する。 

（３）応急時に有効な被災事業者施策（国、県、市の施策）について、地区内小規模事業

者へ周知する。 

 

５ 地区内小規模事業者に対する復興支援 

 （１）千葉県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支

援を実施する。 

千葉県商工労働部 

我孫子市 

千葉県商工会連合会 

経済産業局 

我孫子市商工会 
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（２）地区内小規模事業者等向けに被災事業者施策（国、県、市の施策）についての説明

会及び個別相談会を開催する。 

 （３）被災小規模事業者が補助金や復興助成金等を申請する場合の書類作成等の支援を実

施する。 

 （４）日本政策金融公庫・千葉県制度融資（セーフティネット資金・一般枠）等の融資を

斡旋する。 

 （５）被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの

応援派遣等を千葉県商工会連合会等に相談する。 

 （６）事業再建計画の策定を支援する。 

 （７）市内商店会の災害復旧・復興事業を支援する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和３年４月現在） 

 Ⅰ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に限定す

る経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

  １ 当該経営指導員の氏名、連絡先 

    経営指導員  星山 徹也 

（連絡先はⅢ―１参照） 

 

  ２ 当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

  （１）本計画の具体的な取り組みの企画や実行 

  （２）本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（1年に 1回以上） 

 

 Ⅲ 商工会／関係市町村連絡先 

 

  １ 我孫子市商工会 

    〒２７０－１１５２  我孫子市寿１丁目３番２７号 

     Tel ０４－７１８２－３１３１     Fax ０４－７１８２－１９００ 

     E-mail：info＠abiko.or.jp 

 

  ２ 我孫子市役所  商業観光課 

    〒２７０－１１９２  我孫子市我孫子１８５８番地 

     Tel ０４－７１８５－１１１１（代表） Fax ０４－７１８５－２２１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

我孫子市商工会 

会長 

我孫子市 

環境経済部長 

我孫子市商工会 

法定経営指導員 

我孫子市 

商業観光課 

我孫子市 

市民安全課 

連携 

連携 連絡調整 

確認 

報
告 

報
告 

指
示 

指
示 
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（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

（単位：千円） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

必要な資金の額 ３５０ ３５０ ３５０ ３５０ ３５０ 

（内訳） 

セミナー等開催費 

 

 

BCP 策定個別相談会開催

費、通信費他 

 

防災、感染症対策費 

 

 

１５０ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

１５０ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

１５０ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

１５０ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

１５０ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 （備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調 達 方 法 

 会費収入、事業収入、手数料収入、県補助金等 

 （備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

  


